
 

 

 

 

 

 

 

  

 

児童虐待件数が５万件を超え、性虐待を受けた子どもの数も増加の一途をたどっています。 

性虐待を受けた子どもに何が起きたのかを見極めることは、その子どもと家族に対するケースワークとケアを考え

る上で欠かせません。そこで必要なことは子どもへの聞き取り面接と性器を含む身体的診察であると言われています。

この度、広島で性虐待をケースに関わる専門職者を対象とした概論研修と医師を対象とした性虐待被害児の診察ト

レーニングを開催致します。 

性虐待被害児の診察は、子どもに与える痛みや恐怖や不安をできるだけ少なくしつつ、問診を行ったり、全身を診

察するとともに、時には性器から証拠を採取する必要があるため、特別なトレーニングが必要です。日本ではこの診

察は産婦人科医によって行われることが多いのですが、産婦人科医は性器診察に長けている反面、子どもとのコミュ

ニケーション方法や全身の診察に不慣れな面があります。一方、小児科医は、子どもとのコミュニケーションや全身の

診察には慣れていても、性器の診察方法について研修を受けていないことがほとんどです。そこで、当会では以下の

要領で性虐待被害児への診察トレーニングを行います。児童虐待に関心のある医師を初めとする関係専門職の方々

のご参加をお持ちしています。 

１．日 時  ２０１２年１月２２日（日）午前９時３０分～午後５時３０分 

２．会 場  広島医師会館  

          

 

 

 

３．対象・内容・受講料 

時  間 内  容 対  象 受講料 

9:30 ～ 12:00 講義１ 性虐待概論 

医師・司法職・看護師・ 

ソーシャルワーカー・児童福祉職・

家裁調査官等 定員 200 名 
午前参加1,500 円 

12:30 ～ 13:30 昼        休        み 

13:30 ～ 17:30 講義２ 性虐待診察の実技 
小児科医・産婦人科医 

定員 30 名 
１日参加 3,000 円 

４．講 師  山田不二子 医師 

  【 講師略歴 】 

    東京医科歯科大学医学部卒業。現在、NPO 法人子ども虐待ネグレクト防止ネットワーク理事長、日本子ども虐

待防止学会国際活動委員会委員、東京都児童相談所協力医師など児童虐待の実践的専門家として多彩な活動

を行っている。特に、平成 18 年米国オレゴン州ポートランドにある子ども虐待アセスメントセンター（CARESNW）で

性虐待被害児の医学的診察に関する臨床研修を受けた経歴を持つ。 

 

５．申込・問い合わせ先 

   お申し込みの方は裏面申込書を FAX（mail）にてお送り下さい。 ※定員に達した時点で締め切り 

この研修は日本アムウェイ合同会社「One by One こども基金」の援助を受けています 

 

 

 

住所：広島市西区観音本町 1丁目１－１ 

    １．広島駅から・・・タクシー（約１５分） 

             ・・・広電バス「広島西飛行場行き」で『新観音橋西バス停』下車（約３０分） 

    ２．広島港から・・・タクシー（約２０分） 

    ３．広島空港から・・・広島駅経由（約５０分）、広島バスセンター行き（約１時間）＊高速バス 

 

 

 

 

 



 

子ども虐待ホットライン広島（FAX ０８２－５０２－３９１６） 

 

〈申込書送付先〉  

 子ども虐待ホットライン広島事務局 

 〒730-0013 広島市中区八丁堀 6-7-504  TEL：082-502-3915 FAX：082-502-3916 

                                                                   

主催  社会福祉法人 子どもの虐待防止センター 

共催  広島県医師会／子ども虐待ホットライン広島 

医師のための性虐待被害児診察トレーニング＆専門職のための性虐待についての研修 

W  E  B  申  込  書 

＊開催日：2012 年 1月 22 日 

 

記入日      年     月     日 

●メールでの申込も受付けます。 

   上記必要事項を以下のメールアドレスへ送信してください。 

 

 

ふりがな 
 

氏  名 （男・女）  

参  加 １．午前（性虐待概論）（一般）     ２．一日参加（医師のみ） 

職  種 

※いずれかに○ 

１．医師（小児科・産婦人科・〔         〕）  ２．司法職（弁護士・〔         〕） 

３．看護師・保健師・助産師  ４．ソーシャルワーカー（児童福祉職）  ５．家裁調査官 

６．〔                   〕 

勤 務 先 

 

 

※休職中の方も対象としておりますので、該当の方は本欄にその旨お書き下さい 

住  所 

※いずれかに○ 

・自宅 

・勤務先 

〒 

T E L 

※いずれかに○ 

・自宅 

・勤務先 

・携帯電話 

（日中連絡可能な番号をお書き下さい） 
F A X 

※いずれかに○ 

・自宅 

・勤務先 

 

 

 事務局メールアドレス  gouti@nakaken-law-o.jp 


